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1．｢徳」のパラダイムという視角

周知のように，J. G. A. ポーコックは，『マ

キァヴェリアン・モーメント』1) において，

「古典的共和主義」が，ルネサンス期のイタ

リアで復活し，内乱期の英国へ渡り，18 世紀

末にはかたちを変えつつもアメリカまで到達

したことを説得力ある筆致で跡付け，「法中

心」のパラダイムに依拠した従来の政治思想

史にたいして「徳」のパラダイムを提起した。

1975 年に公刊されて以降，この記念碑的著作

は一貫して研究・論争の中心に位置し，共和

主義研究は，ポーコック解釈の深化・発展と

相対化というふたつの傾向をもつものとして

展開してきたのである2)。しかし，その比重

は依然として圧倒的にアングロ・サクソン圏

に置かれており，ドイツ語圏を対象とする研

究3)は，田中秀夫が「伏流としての共和主義

は未だ薄明のなかにある｣4) と形容したよう

に，乏しいものとなっていると言わざるをえ

ない。

評者の仮説では，その理由のひとつとして，

法学優位の伝統に加え，「プロイセン=ドイツ

において，なぜ前近代的な権威主義的国家体

制が長期にわたり存続したのか」という「特

有の途」論 の問題構制が，戦後 ド イ ツ の歴

史・思想研究に埋め込まれていたことが挙げ

られる。すなわち，「特有の途」の起点を探

るという関心から，啓蒙期自然法論から初期

立憲主義・初期自由主義5)にかけての研究が，

いかにして君主の恣意から個人の消極的自由

は保護されたか (されなかったか) ということ

を第一に問うてきたことが，東欧圏に比して

さえ6)，ドイツを対象とする共和主義研究が

乏しいことの背景にあるように思われる。

さて，パウル・ノルテ (1963-) による本論

文は，ポーコックの見解を受け，立憲政治が

開始された 19 世紀前半の南西ドイツ ――プ

ロイセンを中心とする歴史叙述のなかで等閑

視されてきた ―― という固有の文脈におい

て，アリストテレスの政治観・人間観に代表

される古典的な共和主義が広く人々の思考様
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式を規定していたことを，豊富な一次史料を

駆使して実証したものである。上述のように

ドイツ史学において「法中心」のパラダイム

が優位であったことに鑑みれば，本研究の重

要性は極めて高く，実際，多くの論者によっ

て参照され続けている7)。しかし，わが国で

なされた各国の共和主義に関する研究動向の

整理に際しては，これまで言及されたことが

なく8)，また 19 世紀ドイツ史を扱った日本語

による比較的近年のモノグラフィーでさえ，

ノルテ以前の分析枠組みに留まっているロ

タール・ガルの主張を，ときに批判しつつも

踏襲している9)。それゆえ以下では，今後の

ドイツを対象とする共和主義研究の基盤とな

りうるノルテの議論を紹介したうえで，多少

なりとも筆者の展望を述べたい。

ノルテは，ライン同盟 (1806-13) 下の南西

ドイツ諸邦の国制改革を，プロイセン改革と

はじめて体系的に比較した修士論文10)によっ

て華々しく登場し，ビーレフェルト大学でハ

ンス・ヴェーラーの助手となり，国際ブレー

メン大学［現ヤーコプス大学ブレーメン］を

経て現在ベルリン自由大学教授を務める，今

日のドイツを代表する近・現代史家である。

本論文を発表した直後にバーデン史に関する

浩瀚な実証研究11)で博士号を取得したのちは，

主要な研究対象を 20 世紀社会史に移し12)，

残念ながら本論文のテーマを正面から扱った

著作を発表しているわけではない13)。

2．古典的共和主義の光芒

第 1節は，1843 年 8月にバーデン大公国各

地で開催された，同邦の憲法制定 25 周年記

念祭において，憲法の擁護を訴えるためにな

された演説の描写から始まる。そこでは，商

人，職人，教師，宿屋の主人といった人々が，

古典古代を引き合いに出しながら，善き公共

体 (Gemeinwesen) の維持に必須の「市民の徳

(Bürgertugend)」と，政 治 の崩壊及び自 由 の

喪失を招く「腐敗 (Korruption)」とを対置さ

せていた。一般の市民たちが，経済的な利益

追求を含む個人の利己的な利害関心に公益

(Interesse des Gemeinwohls) を優先させる独特

の言語 (Sprache) を広く共有していたのだっ

た。

10万人以上が集ったこの祭典に結実するド

イツ初期自由主義が産業化以前の環境に根ざ

していた点はすでにガルによって指摘されて

いたが，ノルテはそれを評価しつつも，ガル

が当時の自由主義の社会像を社会・経済的な

次元で「中間身分層の階級なき市民社会」と

し て把握し た がゆえ に，「市民」が 政 治 的

(politisch) あるいは道徳的 (moralisch) 視座か

ら観念されていた点を見逃したと批判する。

ノルテによれば，一般の人々の経験世界の次

元で，「市民」は，文字通りポ
﹅

リ
﹅

ス
﹅

に関わる

という意味で政
﹅

治
﹅

的
﹅

な
﹅

「市民」なのであり，

こうした古典的共和主義 ――規範的に政治

を理解するコンテクストにおいて，有徳な市

民と そ の無私の 公 共 心 (Gemeinsinn) と に

よって構成される「善き」公共体のために闘

う伝統的な政治運動―― が，初期自由主義

にはまさしく刻印されていたのである。

第 2節においては，当時の国法学者の著作

に目を転じ，まず初期自由主義の国制論がい

かに古典的な政治概念を堅持していたかが論

じられる。当時のドイツでは，アリストテレ

スやタキトゥスら古代の政論家の著作が広く

読まれており，それらは，新人文主義が流行

しギリシア独立戦争 (1821-9) によってギリ

シア愛好熱が高まった政治・社会的な雰囲気

のもとで，教養の聖典であるとともに実践的

な経験知の宝庫であった14)。このような精神

的な地平において，初期自由主義もまた古代

の国制論を引き継ぎ，混合政体論を ――名

誉革命以後の英国における狭義のそれとは一

線を画するかたちで ―― 大陸ヨーロッパに

特有の国制の伝統へと適合させつつ維持して

いた。すなわち，立憲君主政は，望ましくな

い絶対君主政と，理論としては理想的な，し

かし実践的には不可能な「純粋民主政」との

あいだに位置づけられており，君主政的要素
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である王権や貴族政的要素である議会の第一

院 (上院) にたいして，第二院に選出される

国民代表は「民主政的要素」をなしていた。

その典型が，「共和国 (Republik)」を君主政・

貴族政・民主政からなる要素の混合物として

の「自 由 な 国制 (freiheitliche Verfassung)」す

なわち「自由国家 (Freistaat)」と捉えたカー

ル・ロテックの国制論に見いだされる。

フラ イブル ク 大 学 で歴史 学，の ち に 国 法

学・国家学を講じるとともに，バーデン議会

で議員としても活躍したこのドイツ初期自由

主義の雄は，一面において専制的国制と共和

主義的国制とを対比させた『永遠平和のため

に』におけるカントの分類に従いつつも，そ

れ以上に，政治参加によって得られる市民の

集団的な自由や混合政体といった古代的な構

想を志向しており，それゆえ，ロテック，そ

して初期自由主義全般にあって，「市民社会

(bürgerliche Gesellschaft)」は，ヘーゲルが「欲

求の体系」と規定したような，国家に対立す

る私的な生産領域などではなかった。「市民

であること (Bürgerlichkeit)」は，国家やレ

ス・プブリカに関わる資格としてのみ考えら

れ続けていたからである。ノルテによれば，

ドイツ初期自由主義は，フランスにおいて古

典的自由よりも近代的自由を優越させたバン

ジャマン・コンスタンのような論者をもたな

かった。

第 3 節で は，前節に続い て，当時の「市

民」が，社会・経済的には本来「市民」と言

えない者までをも包摂する概念でありながら，

啓蒙期の領邦国家の，諸権利を付与されるこ

とで「引き上げられた」臣民 (der mit subjek-

tiven Rechten „aufgewerteteʻʻ Untertan) を意味す

る「国家市民 (Staatsbürger)」と い う概念 と

も一致せず，あくまでも共和主義的な「市民

の徳」との関係において観念されていたこと，

並びに「市民性・市民層 (Bürgertum)」の概

念もまた，1840 年ごろまではもっぱら「公共

心」や「公共精神 (Gemeingeist)」とほぼ同じ

意味で用いられていたことが指摘される。フ

ランクフルト国民議会 (1848-9) で多くの議

員たちが携えることになる初期自由主義の集

大成『国家学事典』(1834-43) に お い て，編

者のひとりカール・ヴェルカーは，「市民の

徳」を「市民が市民共同体へ日常的に自由に

参加すること」として捉え，もうひとりの編

者ロテックは，「公共精神」を個別の利害を

度外視して公共体へ参加することとして理解

していた。ここにおいて「市民」は，原理的

には身分法上の資格・財産・教養とは無関係

に，公共体への無私の能動的参加をする全員

の手に届くものであった。

第 4節では，相対的に大きな領邦国家では

安定的かつ自由な国制は存在しえないとい

う認識のもと，初期自由主義が，独自の「市

民の結びつき (bürgerliche Vereinigung)」とし

て，すなわち，政治的なるもの (das Politische)

に とって根本 と な る領野と し て，自 治体

(Gemeinde) を重視してきたことが強調され

る。ノルテによれば，家族と国家のふたつの

性格を併せもつ自治体――市民が「膝を付

き合わせて (face-to-face)」結びつく点で前者

としての側面を，市民共同体の統治に関わる

点で後者としての側面をもつ ―― は，公的

なことがらへの参加をもたらす法と慣習とに

よって，公共心を涵養する公共体であるとみ

なされていた。著者は，初期近代の都市や農

村における共同体主義に関するペーター・

ブリックレの研究を踏まえつつ，自治団体

(Kommunen) が初期自由主義における古典的

共和主義の本質的なトポスであった点を強調

する。それを可能にしたのが 19 世紀最初の

20 年間に南西ドイツ諸邦でなされた国制改革

であった。つまり，この時期，諸邦では中央

集権的傾向の急進化にもかかわらず並行して

新たな自治行政が開始され，たとえばバーデ

ン大公国では，1808 年以降，市制令と自治体

令とが中央の官僚制から大幅に独立した市民

による新しい政治活動の場を拓いていた。ま

た陪臣化 (1803/06) と居留民 (Schutzbürger)

の地位の廃止 (1832) とを通じて，法的に身
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分の相違は解体され，貴族は社会的にみてわ

ずかな役割しか果たさなくなっていた一方で，

工業化の遅れから貧富の差はあまり目立たな

かったがゆえに，相対的に社会の同質性が実

現されていた。その結果，まさに 19 世紀前

半の南西ドイツという固有の文脈で (ドイツ

の他の地域でも，このときよりも半世紀前ないし半

世紀後の南西ドイツでも，すべての条件が揃うこと

はなかった)，アリストテレス的な「市民」概

念が自治団体での政治的実践において活用さ

れた，とノルテは結論付ける。

第 5節では，急速な工業化とそれに伴う階

級形成及び政治対立の激化に直面して，1840

年代以降，上述してきたような古典的な政治

モデルに危機が到来したことが論じられる。

「市民」や「市民性・市民層」の概念が社会・

経済的な範疇として新たに定義し直される結

果，「市民」が古典的な意味合いを喪失して

特定の社会階級の構成員を意味するようにな

るとともに，「市民性・市民層」も「公共心」

や「市民の徳」に連なる倫理的・政治的な意

味合いを失い「ブルジョワジー」の同義語と

して使用されるようになった。つまり「欲求

の体系」としての市民社会というヘーゲルの

構想が，19 世紀半ばにいたって国家と市民共

同体の同一性という古典的表象にたいして最

終的に勝利したのである。

これと並行して，ドイツにおける実践哲学

としての政治学は，19 世紀中葉，二重の意味

で有効性を失った。すなわち，実践的な政治

はもはや規範的な基礎付けを失う一方，政治

に関する学は，レアルポリティークとは独立

した，近代経験科学をモデルとする，価値判

断を排した統治という現象の分析として確立

されていった。

かくし て，「社会・経済的 な る も の (das

Sozioökonomische)」が「政治的なるもの」を凌

駕し古典的共和主義が崩壊する一方で，この

のち国王のいない国家としての共和国を目指

す近代的な共和主義もまた，新たに形成され

た市民層に支持を広げることはできなかった。

市民共 和 主 義 (bürgerlicher Republikanismus)

の欠如は，少なくとも 1918 年まで，いや根

本的には 1945 年までドイツ史を特徴づける

ことになるという評価を，本論文の最後で著

者は下している。

3．起源をめぐる問い

19 世紀前半の南西ドイツにおける古典的共

和主義的な言説を丹念に拾い上げることで，

「ビーダーマイヤー」という言葉に象徴され

る非政治的な「市民」イメージを大きく覆し

たノルテの手腕は高く評価されるべきだが，

本論文の成果を踏まえたうえで今後問われる

べき点を挙げるとすれば，それは初期自由主

義における共和主義思想の淵源の問題である

ように思われる。この点については，ノルテ

自身が「初期自由主義は古典的共和主義の政

治概念と国制論とをどこから取り入れたので

あろうか。［…］今日この問いにたいして答

えるのは，［…］容易ではない」と認めてい

る。たしかに，本論文でも 17，18 世紀の英

国の共和主義思想の継受をめぐっては，モン

テスキューらフランスの思想家たちと並んで

ハリントンが当時の自由主義者のあいだで広

く読まれていたことや，ロテックがボリング

ブルックの熱心な読者であったことが言及さ

れている。とはいえ，英国からドイツへのテ

クストの伝播についてより踏み込んだ実証が

なされているわけではなく，そもそもドイツ

においてアリストテレス的な思想伝統がいか

にして存続してきたのかにかんしては，初期

近代の神聖ローマ帝国の公法理論に関する短

い叙述を別にすれば，ほとんど説明がなされ

ていない。

むろんこの問いに現時点で十分に答えるこ

とは評者には不可能であるが，ひとまず指摘

できるのが，ポーコック以降の共和主義研究

の成果を踏まえてカントの共和主義論を分析

することの重要性である。かつてハンス・マ

イアーは，カント哲学によって後期中世以来

のアリストテレス的な実践哲学に依拠するド
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イツ旧来の政治学が瓦解する学問的根拠がも

たらされた，というテーゼを提示した15)。す

なわち，カントは，アリストテレス主義と連

続性を保っていた旧来の政治学を「幸福主

義」と一括して理性の批判にさらすとともに，

積極的には「倫理的主観主義」を唱道するこ

とで「共通善」に拠る実践哲学と政治学とを

不可能にした，「法中心」のパラダイムの代

表者として位置づけられてきたのである。他

方，本論文において，ノルテはケーニヒスベ

ルクの哲学者にわずかに触れるだけであるが，

そこでは古代の国制分類論を引き継いで専制

的国制と共和主義的国制とを対置させるその

統治形態論を取り上げ，彼が古典的共和主義

としての初期自由主義の先駆者であることを

示唆していた16)。ふたりの歴史家が扱う問題

の位相が異なるので単純に矛盾するとは言え

ないけれども，容易に両立もしないであろう

このふたつのカント像をいかに架橋するかを

念頭に置きながらそのテクストを読み解く作

業が，ドイツにおける 18 世紀から 19 世紀へ

の古典的な政治概念の継承をめぐる問いを考

察することの端緒となるであろうという見通

しを述べることで，本書評の結びにかえた

い17)。

(付記)

本稿は日本学術振興会科学研究費補助金 (特別

研究員奨励費) による成果の一部である。
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